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【公表日】平成26年5月29日(2014.5.29)
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年6月2日(2016.6.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１４】
　この方法では、レバーの転換点が２つの安定位置の間に配置される。この転換点の領域
において、バネ要素は偏向面により片面側に最大の偏向を生じる。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　実際には、転換点は最大偏向の結果として、バネ要素が発生させている最大の力であっ
てレバーの力に対向するものに相当する。そして、転換点から両方向にバネ要素により生
じた反力は、転換点領域のものより小さいので、転換点に対してレバーは常に一又は他の
方向に動こうとする。これは位置固定部が双安定であることを意味する。２つのそれぞれ
の安定位置は、バネ要素がレバーに反力を働かせない位置か、又はわずかな反力を働かせ
る位置に相当し、当該レバーは結果として効果的に各安定位置となるからである。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　一般的に、転換点は２つの安定位置の間の中央に位置付けられる。この中央位置は旋回
角度領域と対比して提供される。端部及び中央転換点における安定位置の範囲の所定の旋
回角度領域に加え、各安定位置を超えたオーバートラベル領域が存在する。このオーバー
トラベル領域において、バネ要素は２つの面で偏向するようになる。これはオーバートラ
ベル領域において、バネ要素が２つの方向に偏向することを意味しており、旋回位置又は
レバーの回転軸又は各軸上に搭載された旋回レバーに対して、径方向外側及び径方向内側
の２方向を意味する。一方、バネ要素は転換点及び２つの安定位置の間で径方向外側に偏
向するようになる。
【誤訳訂正４】
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【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３３】
　転換点Ｋの領域におけるバネ要素５において、図１に示されるように、径方向外側の一
方向の偏向が最大となることは明らかである。同時に、転換点Ｋは図２及び図３に示され
る安定位置Ｅ、すなわちそれに相当する各端部位置Ｅの間に存する。所定の旋回角度領域
９に関し、転換点Ｋは２つの安定位置又は２つの端部位置Ｅの間の略中央に位置付けられ
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